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第 章 計画の策定 あたっ  
 

 計画策定の趣旨 

市 成早4 市第 害者福祉基 計 策定 害 あ

人 関 施策 総合的 推進 成早判 第 期 市

害福祉計 策定 地域 暮 支援 中心 サー 基 整

備等 い 施策 推進 図  

間 国 い 害 あ 人 関わ 様々 制 改革 向 検討 進

多く 関 法 可決·成立 成早別 害 理

差 解消 推進 関 法 害者差 解消法 施行

害者 用 進等 関 法 害者 用 進法 改正 行わ

成早別 害者 日常生活及び社会生活 総合的 支援 法

害者総合支援法 児童福祉法 改正案 国会 い 可決·成立 成3画

施行  

市 改正 害者総合支援法 規定 新 サー 対応 第拠

期 害福祉計 策定 児童福祉法 改正 伴い 害児福祉計

策定 新 義  

市 手 言語 あ いう認識 基 聴覚 害 あ 人 理解 広

目的 成早ホ 4 市 手 言語条例 施行

害 あ 人 対 合理的配慮 関 周知·啓発 害者差 関

相談 対応 害者差 解消 組 進 いく 市 害

理 差 く 人 共 生 条例 市 害者共生条例

制定  

う 状況 え 全 人々 人 尊 地域 い い

心 暮 く 進 いく 第 期 害福祉計 第 期 害児

福祉計 体的 策定 害福祉サー 等 具体的 数値目標 成果目標及び見

込 設定 施策 推進 い 組 定  
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 計画の位置づけと期間 

計画の位置 け 

第 期 害福祉計 害者総合支援法第別別条 基 く 市 害福祉計

市 害福祉サー 相談支援 地域生活支援事業 関 事項 定

害者福祉基 計 実施計 的 性格  

第 期 害児福祉計 児童福祉法第33条 早画第 項 基 く 市 害児福祉

計 害 あ 児童 対象 各種支援事業 関 事項 定

市 害福祉計 体的 策定  

 

計画の期間 

計 期間 害者総合支援法及び児童福祉法 規定 成3画 成3早

間 計 進捗状況 い 毎 評価· 検 行い

必要 応 計 容 随時見直  

 

◆ 障害者福祉基本計画 障害福祉計画 障害児福祉計画 の計画期間 

 
成 

早4 早拠 早拡 早判 早別 早ホ 3画 3旨 3早 33 34 3拠 3拡 3判 3別 

害者福祉

基 計  
第  第 害者福祉基 計  第  

害 

福祉計  
第 期 第 期 第 期 害福祉計  第 期 第 期 

害児 

福祉計  
 第 期 害児福祉計  第 期 第 期 

 


